
▲国道 3 号黒崎バイパス黒崎西ランプイメージＣＧ 

7 みちづくりの方向性ごとの取り組み 

ビジョン１ 企業が稼げる強靱なまちを支えるみちづくり 

【みちづくりの方向性】 

①企業活動や物流振興を支え、稼げるまちを形成する道路ネットワークの整備 

主な施策１-１ 稼げるまちを支える広域道路ネットワークの構築  

〇広域道路ネットワークの整備

本市は、本州と九州の結節点に位置し、本州および九州の各方面に伸びる高速道路網

が発達しており、北九州港や 24 時間運用可能な北九州空港等、陸・海・空の交通・物流イ

ンフラが充実しています。陸・海・空のネットワークの構築や近隣自治体との連携などの

「稼げる基盤」を強めていくための道路整備を進めます。 

また、北部九州エリア全体でメガリージョンを形成し、アジアを見据えた産業や人材の

集積、観光誘客など北九州都市圏域の交流や連携を支える道路整備を推進します。 

▲今後の道路整備箇所図 

～主な整備箇所～ 

国道 3 号黒崎バイパス（黒崎西ランプ）、（都）戸畑枝光線（戸畑～牧山）、恒見朽網線（吉田・恒

見工区）、(都)9 号線（高野工区）、国道２11 号（第 2 工区）、（都）日吉台光明線 など 

▲戸畑枝光線イメージＣＧ 

（戸畑駅北口付近） 

黒崎西ランプ 

至 小倉

至 折尾

資料：国土交通省九州地方整備局北九州国道事務所 
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▲ 北九州市内の主要渋滞箇所 

※主要渋滞箇所から解除 

主な施策１-2 交差点における渋滞対策  

〇主要渋滞箇所及び個別交差点における渋滞対策 

平成 25 年 1 月に、福岡県交通渋滞対策協議会が市内 28 箇所（市管理：18 箇所、国管

理：10 箇所）を主要渋滞箇所として指定しています。これまで警察と協働して対策に取り組

んでおり、引き続き、渋滞箇所の改善に向けた対策を進めます。 

また、主要渋滞箇所以外の交差点においても、特に、右折車線が無い交差点では、右折待

ち車両を先頭とした渋滞や右折待ち車両を無理に追い越そうとした際の接触事故等が発生

しています。 

そのため、右折車線の設置等を行い、渋滞緩和や事故抑制を図るための対策を進めます。 
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渋滞箇所名
対策実施
完了箇所
（R6年3月）

1 三萩野交差点 済
2 城野交差点 済
3 湯川交差点 済
4 黒崎駅前交差点
5 清水交差点 済
6 バイパス朽網交差点 済
7 津田西交差点
8 貫交差点 済
9 陣山二丁目交差点
10 横代交差点 済
11 岸の浦二丁目交差点
12 力丸町交差点
13 曽根出張所交差点
14 葛原東三丁目交差点
15 本城(帯田)交差点
16 清納二丁目交差点
17 中井交差点 済
18 下曽根一丁目交差点
19 穴生電停交差点 済
20 神幸町交差点 済
21 沼緑町一丁目交差点
22 永犬丸五丁目交差点 済
23 大里本町三交差点 ※解除(R5)
24 若戸大橋口交差点 ※解除(R3)
25 馬場山交差点
26 東曲里町交差点
27 幸神交差点
28 筒井町交差点

NO

国
管
理

市
管
理



【みちづくりの方向性】 

②安定的な物流確保に向けた道路施設の強靱化 

主な施策１-3 若戸大橋・若戸トンネルの強靱化   

〇若戸大橋・若戸トンネルの強靱化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若戸大橋の安全性や信頼性を確保するため、定期的な点検を行うとともに、橋の塗り替

え等の大規模修繕に取り組みます。  

また、若戸大橋と若戸トンネルの重要性や必要性について情報発信（PR 活動）するとと

もに維持管理費用の財源確保について検討を行います。 

 

 

～維持管理の基本方針～ 

(1) 予防保全型の維持管理とするための管理水準を設定します。 

(2) 点検、診断、措置、記録のメンテナンスサイクルを構築します。 

(3) 定期点検の結果や対策の優先順位を考慮した長寿命化修繕実施計画を策定します。 

(4) 点検や修繕等に関する新技術等の活用検討を行い、費用の縮減や維持管理の効率

化を図ります。 

▲若戸大橋の損傷状況（腐食） 

▲若戸大橋の全景 ▲若戸トンネル（戸畑側通行口） 
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主な施策１-4 橋梁、トンネル、モノレール等の強靱化   

〇橋梁、トンネル、モノレール等の強靱化 

老朽化や大規模地震などに備えて安全性を確保するため、橋梁、トンネル、モノレール等

の劣化や耐震対策に取り組みます。 

個別施設計画（橋梁、トンネル、モノレール、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識） 

 に基づく長寿命化対策 

 

【予防保全工事】 

予防保全段階（健全性Ⅱ）に

ある施設を対象に実施する修繕

工事で、損傷が軽微な段階に予

防的な修繕等を実施することで

機能の保持・回復を図ります。 

 

【事後保全（リニューアル）工事】 

構造物の機能に支障が生じる

可能性がある早期措置段階（健

全性Ⅲ）の施設を対象に実施す

る修繕工事で、早期に健全性を

管理水準以上の状態に回復す

るものです。 

▲健全性と対策の分類 

▲予防保全工事と事後保全（リニューアル）工事の概念図 

〇維持管理の基本方針 

予防保全型の維持管理をするために、予防保全段階（健全性Ⅱ）以上であることを管理水準

とし、点検・診断・措置・記録のメンテナンスサイクルを構築し、継続していきます。 

健全性区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全 

の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、 

早期に措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる 

可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

管
理
水
準
以
上 

管
理
水
準
以
下 

▲メンテナンスサイクルのイメージ 

 

▲管理水準 

 

点検 

措置 

記録 診断 

資料：国土交通省 
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 事後保全工事 


